
 

回   覧  

袖 環 第 １ ３ 号  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ２ 日  

 

 自治会員の皆様へ 

 

袖ケ浦市長  粕谷 智浩  

(公印省略) 

 

 

   令和８年度緑の募金運動について（依頼） 

陽春の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

例年「緑の募金」につきましては、格別の協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

さて、本募金は、森林整備に代表される各種緑化活動や緑の普及啓発活動

への支援など、様々な事業に役立たせていただいております。 

また、近年では、地球温暖化防止対策であるＣＯ２の吸収源として、健全

な森づくりへの期待が大きく高まっているところです。 

つきましては、本募金運動の趣旨をご理解のうえご協力頂きますようお願

い申し上げます。 

記  

１  募金運動期間  令和８年５月３１日（日）まで 

２  募金目安額  １世帯当たり５０円程度 

３  募金方法     取りまとめをお願いしております区・自治会等の長へお願

いいたします。 

 

 

連絡先 袖ケ浦市環境管理課環境管理班 

              電話   ０４３８－６２－３４０４ 

 



緑の募金納入書 
 

令和   年   月   日  

 

区・分区・自治会等名              

 

代表者氏名                   

 

令和８年度緑の募金として  

 

一  金       円 
上記の金額を納付いたします。  

  

緑の募金（袖ケ浦地区）  

 袖ケ浦市長  粕谷  智浩  様  

 

＊募金取りまとめ後、上記にご記入のうえ、  

①現金（募金）と  ②この納入書  を下記窓口へご持参下さるようお願いい

たします。  

【平日】市役所環境管理課  

市民会館（昭和交流センター）  

長浦交流センター（長浦公民館）  

根形交流センター（根形公民館）  

平岡交流センター（平岡公民館）  

平川交流センター（平川公民館）  

８時３０分から１７時１５分まで（ 5月 29日まで）  

９時００分から１６時３０分まで（ 6月 1日から）  

※令和８年６月１日（月）から窓口受付時間が変更されます。  

 

【休日】市役所守衛室（午前９時から午後５時まで）  

    ※各交流センターでの取扱いは、平日のみとなります。  



区・自治会等名

口数の記入をお願いします。

№
一世帯あたり目安
一口　50円程度

氏　　　　　名 備　　　　考

　　　　　　　　　令和８年度　緑の募金運動　               　（集計用紙）

※集計用にお使いください。提出は不要です。





































 

 

            袖 環 第 ５ 号 

令和８年４月１２日 

  各  位 

 

袖ケ浦市長 粕谷 智浩 

（公印省略） 

 

   市内一斉清掃の実施について（依頼） 

 日頃、市の環境美化にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、市では地域の環境美化を目的として、一斉清掃を年２回実施しており、

昨年度は約５７トンの散乱ごみが回収され、環境美化の推進に大きな成果を上げ

ることができました。これも皆様方のご協力の賜物と感謝申し上げます。 

つきましては、今年度第１回目の一斉清掃を下記のとおり実施いたしますので、

ご多忙中、恐縮ではございますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

記 

１ 実 施 日 令和８年５月３１日（日） 

雨天の場合は ６月７日（日）に延期 

※実施・延期については、朝７時頃に広報無線及び生活安全メール

によりお知らせします。 

広報無線の放送内容は、通話料無料の防災行政無線テレホン案内

（℡0120-031-240）または市ホームページで確認できます。 

なお、両日とも雨天の場合は中止となります。 

 

２ 清掃時間 午前８時から正午までの間 

３ 清掃場所 住宅地周辺の道路、ごみ集積所、側溝など 

４ 清掃内容 ビン、缶、紙くず等の散乱しているごみの回収 

 

問合せ先 袖ケ浦市役所 環境管理課 

℡ ６２－３４１３ 

 

※ごみや泥上げした泥を出す際は、裏面の「一斉清掃に参加

していただく皆様へ」をご覧ください。 

回 覧 



一斉清掃に参加していただく皆様へ 

１ ごみの出し方について 

・回収したごみはボランティア袋に入れ、指定された収集場所に出してください。

不法投棄物等、回収できないごみもありますのでご注意ください。当日の午前

１１時頃から回収します。 

・当日に不足した場合は「分別してあり、中身が見える、ボランティア袋と同じ

くらいの大きさの袋」であれば回収いたします。 

一斉清掃当日は、市の指定ごみ袋は回収できません。また、一斉清掃当日以外

のごみ収集では、ボランティア袋は回収できませんのでご注意ください。 

 

２ 側溝の泥上げについて 

 泥上げで出た泥は、ボランティア袋は使わず、土のう袋に

入れて土のう袋の回収場所に出してください。土のう袋は水

が抜けてから回収を行いますので、２週間ほど回収まで時間

をいただいております。 

一斉清掃のごみの分別、回収できないごみについて 

一斉清掃で回収できるごみ 

（３種類に分別してください） 

一斉清掃では回収できないごみ 

・紙くず 

・ビニール 

・プラスチック 

・ペットボトル 等 

不法投棄物は回収できませんの

で、見つけた場所から動かさず、後

日、廃棄物対策課（TEL63-1881）へご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・粗大ごみ 

・車の部品 

・消火器 

・石、コンクリート 等 

・ビン 

・缶 

・金属類 等 

・カセットガスボンベ 

・スプレー缶 

・ライター 等 

※中身が空のもの 

 

有 害 ご み 






